
認定申請の流れ

※認定申請の後に、建築確認申請を認定機関(特定行政庁)又は指定確認検査機関に提出し、　 確認済証交付後に、工事着工してください。
申請者

島根県

(認定)

浜田市

建築基準法第6条第1項第4号建築物
建築基準法第6条第1項第1号～第3号建築物

申請者

浜田市

(認定)

認定申請書 2通(市:1通、副本:1通) 市:1通
認定通知書＋副本:1通

認定申請書 6通(県:4通、市:1通、副本:1通) 市:1通 県:4通、副本:1通認定通知書＋副本:1通
県:4通


